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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材の同一表面上及び／又は異なる面に、凹形状及び／又は凸形状の要素から成る二つ
の基準領域が形成され、前記二つの基準領域のそれぞれの領域の近傍に、二つの潜像画像
を形成するための画像形成領域が形成され、前記二つの基準領域及び前記画像形成領域を
重ね合わせたときに、前記二つの潜像画像が視認可能な真偽判別形成体であって、
　前記二つの基準領域のうち、第１の基準領域は、前記凹形状及び／又は凸形状の第１の
基準要素が第１の方向に第１のピッチで複数配置され、
　前記二つの基準領域のうち、第２の基準領域は、前記凹形状及び／又は凸形状の第２の
基準要素が前記第１の方向と同じ方向に第２のピッチで複数配置され、
　前記第１の基準領域の近傍に形成された第１の画像形成領域には、第一の潜像画像を構
成する潜像画像形成部及び第二の潜像画像を構成する潜像画像形成部が第１の画像形成要
素によって形成され、前記第２の基準領域の近傍に形成された第２の画像形成領域には、
第一の潜像画像を構成する潜像画像形成部及び第二の潜像画像を構成する潜像画像形成部
が第２の画像形成要素によって形成され、
　前記第１の画像形成領域における前記第一の潜像画像及び前記第二の潜像画像を構成す
る二つの潜像画像形成部と、前記第２の画像形成領域における前記第一の潜像画像及び前
記第二の潜像画像を構成する二つの潜像画像形成部は、それぞれの画像形成領域内におい
て、前記第１の方向に対して垂直方向に所定の距離だけ離れて形成され、
　前記第１の画像形成領域と前記第２の画像形成領域を重ね合わせ、かつ、前記複数の第
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１の基準要素から成る第１の基準領域の凹部に、前記複数の第２の基準要素から成る第２
の基準領域の凸部が、前記複数の第１の基準要素から成る第１の基準領域の凸部に、前記
複数の第２の基準要素から成る第２の基準領域の凹部が当てはまるように重ねあわせた時
に、前記第１の画像形成領域及び前記第２の画像形成領域のそれぞれの第一の潜像画像を
構成する潜像画像形成部により、前記第一の潜像画像が形成されて視認でき、
　前記第一の潜像画像を形成した位置から、前記第１の方向に対して垂直方向に前記所定
の距離ずらすと、前記第１の画像形成領域及び前記第２の画像形成領域のそれぞれの第二
の潜像画像を構成する潜像画像形成部により、前記第二の潜像画像が形成されて視認でき
ることを特徴とする真偽判別形成体。
【請求項２】
　前記第１の画像形成領域は、前記第１の画像形成要素が第２の方向に第３のピッチで複
数配置され、前記第１の画像形成要素を部分的に位相を異ならせた又は同一の範囲内で面
積率を異ならせたことで、前記第一の潜像画像の一部及び前記第二の潜像画像の一部が、
前記第１の画像形成領域の潜像画像形成部として形成され、
　前記第２の画像形成領域は、前記第２の画像形成要素が前記第２の方向と同じ方向に前
記第４のピッチで複数配置され、前記第２の画像形成要素を部分的に位相を異ならせた又
は同一の範囲内で面積率を異ならせたことで、前記第１の画像形成領域の潜像画像形成部
が形成している前記第一の潜像画像の一部以外及び前記第二の潜像画像の一部以外が、前
記第２の画像形成領域の潜像画像形成部により形成されていることを特徴とする請求項１
記載の真偽判別形成体。
【請求項３】
　前記第１のピッチに対する前記第２のピッチ及び前記第３のピッチに対する前記第４の
ピッチは、同一ピッチ又は一方のピッチに対して他方のピッチが正の整数倍のピッチであ
ることを特徴とする請求項１又は２記載の真偽判別形成体。
【請求項４】
　前記複数配置された第１の画像形成要素及び前記複数配置された第２の画像形成要素は
、画線、網点、画素、図形及び文字のいずれか一つ又はそれらの組合せから成ることを特
徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の真偽判別形成体。
【請求項５】
　前記第１の画像形成要素及び／又は前記第２の画像形成要素は、複数配置された要素の
中の一つの要素内において、画線、網点、画素、図形及び文字のいずれか二つ以上の組合
せから成ることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の真偽判別形成体。
【請求項６】
　前記第１の画像形成要素及び前記第２の画像形成要素は、オフセット印刷、凸版印刷及
びインクジェット印刷のいずれか一つ又はそれらの組合せにより形成されていることを特
徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の真偽判別形成体。
【請求項７】
　前記第１の画像形成要素及び前記第２の画像形成要素は、赤外線吸収特性を有するイン
キにより印刷されていることを特徴とする請求項６記載の真偽判別形成体。
【請求項８】
　前記第１の画像形成領域は、微細な穿孔による前記第１の画像形成要素が複数配置され
て、前記第一の潜像画像の一部及び前記第二の潜像画像の一部が、前記第１の画像形成領
域の潜像画像形成部として形成され、
　前記第２の画像形成領域は、微細な穿孔による前記第２の画像形成要素が複数配置され
て、前記第１の画像形成領域の潜像画像形成部が形成している前記第一の潜像画像の一部
以外及び前記第二の潜像画像の一部以外が、前記第２の画像形成領域の潜像画像形成部に
より形成されていることを特徴とする請求項１記載の真偽判別形成体。
【請求項９】
　前記第１の画像形成要素は、微細な穿孔による前記第１の画像形成要素が複数配置され
て、前記第一の潜像画像及び前記第二の潜像画像が、前記第１の画像形成領域の潜像画像
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形成部として形成され、
　前記第２の画像形成領域は、微細な穿孔による前記第２の画像形成要素が複数配置され
て、前記第一の潜像画像及び前記第二の潜像画像が、前記第２の画像形成領域の潜像画像
形成部により形成され、
　前記第１の画像形成領域の潜像画像形成部と前記第２の画像形成領域の潜像画像形成部
は、形状及び大きさが同じ、かつ、対応した位置に、各領域に配置されていることを特徴
とする請求項１記載の真偽判別形成体。
【請求項１０】
　前記第１の画像形成領域及び前記第２の画像形成領域は、前記各画像形成部以外にダミ
ー穿孔が複数形成され、
　前記第１の画像形成領域に形成されている前記ダミー穿孔と、前記第２の画像形成領域
に形成されている前記ダミー穿孔とは、前記第１の画像形成領域と前記第２の画像形成領
域を重ね合わせたときに、互いに重ならない位置に形成されていることを特徴とする請求
項９記載の真偽判別形成体。
【請求項１１】
　前記微細な穿孔及び前記ダミー穿孔は、貫通孔、非貫通孔又はそれらの組合せから成る
ことを特徴とする請求項８乃至１０のいずれかに記載の真偽判別形成体。
【請求項１２】
　前記複数配置された第１の基準要素及び前記複数配置された第２の基準要素は、画線、
網点、画素、図形及び文字のいずれか一つ又はそれらの組合せから成ることを特徴とする
請求項１乃至１１のいずれかに記載の真偽判別形成体。
【請求項１３】
　前記第１の基準要素及び／又は前記第２の基準要素は、複数配置された要素の中の一つ
の要素内において、画線、網点、画素、図形及び文字のいずれか二つ以上の組合せから成
ることを特徴とする請求項１乃至１１のいずれかに記載の真偽判別形成体。
【請求項１４】
　前記第１の基準領域又は前記第２の基準領域の一方の領域内に、前記第一の潜像画像を
形成するための基準となる位置を特定する第１の特定部と前記第二の潜像画像を形成する
ための基準となる位置を特定する第２の特定部から成る第１の基準位置形成部が形成され
、他方の領域内に、前記第１の基準位置形成部に対応する第２の基準位置形成部が形成さ
れていることを特徴とする請求項１乃至１３のいずれかに記載の真偽判別形成体。
【請求項１５】
　前記第１の基準位置形成部の前記第１の特定部及び前記第２の特定部と前記第２の基準
位置形成部は、前記第１の基準要素及び前記第２の基準要素の一部により形成され又は各
要素とは別に隣り合う各要素の間に凹形状及び／又は凸形状により形成されていることを
特徴とする請求項１４記載の真偽判別形成体。
【請求項１６】
　前記第１の基準要素及び前記第２の基準要素の一部に形成されている前記第１の基準位
置形成部及び前記第２の基準位置形成部は、各要素を部分的に位相を異ならせた又は同一
の範囲内で面積率を異ならせて形成されていることを特徴とする請求項１５記載の真偽判
別形成体。
【請求項１７】
　前記各基準要素の間に凹形状及び／又は凸形状により形成されている前記第１の基準位
置形成部及び前記第２の基準位置形成部は、図形、網点、画素、記号又は文字のいずれか
一つ又はそれらの組合せによって形成されていることを特徴とする請求項１５記載の真偽
判別形成体。
【請求項１８】
　前記第１の基準要素及び前記第２の基準要素は、エンボス、凹版印刷、フレキソ印刷、
グラビア印刷、スクリーン印刷、凸版印刷、インクジェット印刷、レーザ加工及びすき入
れのいずれか一つ又はそれらの組合せにより形成されていることを特徴とする請求項１乃
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至１７のいずれかに記載の真偽判別形成体。
【請求項１９】
　互いを重ね合わせることにより二つの潜像画像が出現する二つの画像形成領域と、前記
画像形成領域の近傍に、前記潜像画像を形成するための位置を特定する基準領域がそれぞ
れ形成された二つの形成体から成る真偽判別形成体対であって、
　前記二つの形成体のうち一方の形成体には、基材上に凹形状及び／又は凸形状の第１の
基準要素から成る第１の基準領域が形成され、前記第１の基準領域は、前記第１の基準要
素が第１の方向に第１のピッチで複数配置され、
　前記二つの形成体のうち他方の形成体には、基材上に凹形状及び／又は凸形状の第２の
基準要素から成る第２の基準領域が形成され、前記第２の基準領域は、前記第２の基準要
素が第１の方向と同じ方向に第２のピッチで複数配置され、
　前記第１の基準領域の近傍に形成された第１の画像形成領域には、第一の潜像画像を構
成する潜像画像形成部及び第二の潜像画像を構成する潜像画像形成部が第１の画像形成要
素によって形成され、
　前記第２の基準領域の近傍に形成された第２の画像形成領域には、第一の潜像画像を構
成する潜像画像形成部及び第二の潜像画像を構成する潜像画像形成部が第２の画像形成要
素によって形成され、
　前記第１の画像形成領域における前記第一の潜像画像及び前記第二の潜像画像を構成す
る二つの潜像画像形成部と、前記第２の画像形成領域における前記第一の潜像画像及び前
記第二の潜像画像を構成する二つの潜像画像形成部は、それぞれの画像形成領域内におい
て、前記第１の方向に対して垂直方向に所定の距離だけ離れて形成され、
　前記第１の画像形成領域と前記第２の画像形成領域を重ね合わせ、かつ、前記複数の第
１の基準要素から成る第１の基準領域の凹部に、前記複数の第２の基準要素から成る第２
の基準領域の凸部が、前記複数の第１の基準要素から成る第１の基準領域の凸部に、前記
複数の第２の基準要素から成る第２の基準領域の凹部が当てはまるように、前記一方の形
成体の前記第１の基準領域と前記他方の形成体の前記第２の基準領域を重ね合わせた時に
、前記第１の画像形成領域及び前記第２の画像形成領域のそれぞれの潜像画像形成部によ
り、前記第一の潜像画像が形成されて視認でき、
　前記第一の潜像画像を形成した位置から、一方の形成体を前記第１の方向に対して垂直
方向に前記所定の距離ずらすと、前記第１の画像形成領域及び前記第２の画像形成領域の
それぞれの第二の潜像画像を構成する潜像画像形成部により、前記第二の潜像画像が形成
されて視認できることを特徴とする真偽判別形成体対。
【請求項２０】
　前記第１の画像形成領域は、前記第１の画像形成要素が第２の方向に第３のピッチで複
数配置され、前記第１の画像形成要素を部分的に位相を異ならせた又は同一の範囲内で面
積率を異ならせたことで、前記第一の潜像画像の一部及び前記第二の潜像画像の一部が、
前記第１の画像形成領域の潜像画像形成部として形成され、
　前記第２の画像形成領域は、前記第２の画像形成要素が前記第２の方向と同じ方向に前
記第４のピッチで複数配置され、前記第２の画像形成要素を部分的に位相を異ならせ又は
同一の範囲内で面積率を異ならせたことで、前記第１の画像形成領域の潜像画像形成部が
形成している前記第一の潜像画像の一部以外及び前記第二の潜像画像の一部以外が、前記
第２の画像形成領域の潜像画像形成部により形成されていることを特徴とする請求項１９
記載の真偽判別形成体対。
【請求項２１】
　前記第１のピッチに対する前記第２のピッチ及び前記第３のピッチに対する前記第４の
ピッチは、同一ピッチ又は一方のピッチに対して他方のピッチが正の整数倍のピッチであ
ることを特徴とする請求項１９又は２０記載の真偽判別形成体対。
【請求項２２】
　前記複数配置された第１の基準要素、前記複数配置された第２の基準要素、前記複数配
置された第１の画像形成要素及び前記複数配置された第２の画像形成要素は、画線、網点
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、画素、図形及び文字のいずれか一つ又はそれらの組合せから成ることを特徴とする請求
項１９乃至２１のいずれかに記載の真偽判別形成体対。
【請求項２３】
　前記第１の基準要素、前記第２の基準要素、前記第１の画像形成要素及び／又は前記第
２の画像形成要素は、複数配置された要素の中の一つの要素内において、画線、網点、画
素、図形及び文字のいずれか二つ以上の組合せから成ることを特徴とする請求項１９乃至
２１のいずれかに記載の真偽判別形成体対。
【請求項２４】
　前記第１の画像形成要素及び前記第２の画像形成要素は、オフセット印刷、凸版印刷及
びインクジェット印刷のいずれか一つ又はそれらの組合せにより形成されていることを特
徴とする請求項１９乃至２３のいずれかに記載の真偽判別形成体対。
【請求項２５】
　前記第１の画像形成要素及び前記第２の画像形成要素は、赤外線吸収特性を有するイン
キにより印刷されていることを特徴とする請求項２４記載の真偽判別形成体対。
【請求項２６】
　前記第１の画像形成領域は、微細な穿孔による前記第１の画像形成要素が複数配置され
て、前記第一の潜像画像の一部及び前記第二の潜像画像の一部が、前記第１の画像形成領
域の潜像画像形成部として形成され、
　前記第２の画像形成領域は、微細な穿孔による前記第２の画像形成要素が複数配置され
て、前記第１の画像形成領域の潜像画像形成部が形成している前記第一の潜像画像の一部
以外及び前記第二の潜像画像の一部以外が、前記第２の画像形成領域の潜像画像形成部に
より形成されていることを特徴とする請求項１９記載の真偽判別形成体対。
【請求項２７】
　前記第１の画像形成要素は、微細な穿孔による前記第１の画像形成要素が複数配置され
て、前記第一の潜像画像及び前記第二の潜像画像が、前記第１の画像形成領域の潜像画像
形成部として形成され、
　前記第２の画像形成領域は、微細な穿孔による前記第２の画像形成要素が複数配置され
て、前記第一の潜像画像及び前記第二の潜像画像が、前記第２の画像形成領域の潜像画像
形成部により形成され、
　前記第１の画像形成領域の潜像画像形成部と前記第２の画像形成領域の潜像画像形成部
は、形状及び大きさが同じであり、かつ、対応した位置に各領域に配置されていることを
特徴とする請求項１９記載の真偽判別形成体対。
【請求項２８】
　前記第１の画像形成領域及び前記第２の画像形成領域は、前記各画像形成部以外にダミ
ー穿孔が複数形成され、
　前記第１の画像形成領域に形成されている前記ダミー穿孔と、前記第２の画像形成領域
に形成されている前記ダミー穿孔とは、前記第１の画像形成領域と前記第２の画像形成領
域を重ね合わせたときに、互いに重ならない位置に形成されていることを特徴とする請求
項２７記載の真偽判別形成体対。
【請求項２９】
　前記微細な穿孔及び前記ダミー穿孔は、貫通孔、非貫通孔又はそれらの組合せから成る
ことを特徴とする請求項２６乃至２８のいずれかに記載の真偽判別形成体対。
【請求項３０】
　前記複数配置された第１の基準要素及び前記複数配置された第２の基準要素は、画線、
網点、画素、図形及び文字のいずれか一つ又はそれらの組合せから成ることを特徴とする
請求項１９乃至２９のいずれかに記載の真偽判別形成体対。
【請求項３１】
　前記第１の基準要素及び／又は前記第２の基準要素は、複数配置された要素の中の一つ
の要素内において、画線、網点、画素、図形及び文字のいずれか二つ以上の組合せから成
ることを特徴とする請求項１９乃至２９のいずれかに記載の真偽判別形成体対。
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【請求項３２】
　前記第１の基準領域又は前記第２の基準領域の一方の領域内に、前記第一の潜像画像を
形成するための基準となる位置を特定する第１の特定部と前記第二の潜像画像を形成する
ための基準となる位置を特定する第２の特定部から成る第１の基準位置形成部が形成され
、他方の領域内に、前記第１の基準位置形成部に対応する第２の基準位置形成部が形成さ
れていることを特徴とする請求項１９乃至３１のいずれかに記載の真偽判別形成体対。
【請求項３３】
　前記第１の基準位置形成部の前記第１の特定部及び前記第２の特定部と前記第２の基準
位置形成部は、前記第１の基準要素及び前記第２の基準要素の一部により形成され又は各
要素とは別に隣り合う各要素の間に凹形状及び／又は凸形状により形成されていることを
特徴とする請求項３２記載の真偽判別形成体対。
【請求項３４】
　前記第１の基準要素及び前記第２の基準要素の一部に形成されている前記第１の基準位
置形成部及び前記第２の基準位置形成部は、各要素を部分的に位相を異ならせ又は同一の
範囲内で面積率を異ならせて形成されていることを特徴とする請求項３３記載の真偽判別
形成体対。
【請求項３５】
　前記各基準要素の間に凹形状及び／又は凸形状により形成されている前記第１の基準位
置形成部及び前記第２の基準位置形成部は、図形、網点、画素、記号又は文字のいずれか
一つ又はそれらの組合せによって形成されていることを特徴とする請求項３３記載の真偽
判別形成体対。
【請求項３６】
　前記第１の基準要素及び前記第２の基準要素は、エンボス、凹版印刷、フレキソ印刷、
グラビア印刷、スクリーン印刷、凸版印刷、インクジェット印刷、レーザ加工及びすき入
れのいずれか一つ又はそれらの組合せにより形成されていることを特徴とする請求項１９
乃至３５のいずれかに記載の真偽判別形成体対。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、銀行券、株券、有価証券、宝くじ、パスポート等の資産価値を有する貴重印
刷物に関するものであり、偽造、変造、改ざん等を防止することを目的とするものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来から資産価値を有する銀行券、各種有価証券及びパスポート等の貴重印刷物には、
その印刷物の持つ価値を有益に保持するため、様々なセキュリティ技術が用いられてきて
いる。セキュリティ技術として一般に使われているのは、ホログラム、マイクロ文字が印
刷されたスレッド、透かし模様等を盛り込んだ用紙、光学的に変化するインキ（ＯＶＩ）
等の機能性インキ、オフセット印刷、スクリーン印刷、凹版印刷等の印刷技術、特異な画
線配置等が挙げられ、これらを効果的に組み合わせて、偽造、変造、改ざん等の抑止効果
の向上を図っている。
【０００３】
　これらの偽造防止技術の中でも、印刷技術及び各種基材への加工技術を利用して、一つ
の領域では、その領域に付与された模様や情報のみが認識されるが、判別具を用いること
で新たなる情報が認識できるという技術が広く開示されている。しかし、これらの判別具
を用いて行う真偽判別に対しては、簡易な判別具で真偽判別が行えるという利点の一方、
判別具を持ち合わせていない状況下では、真偽判別が行えないという問題があった。
【０００４】
　そこで、真偽判別用のための判別具を別途用意しなくても、その検証を容易に、かつ、
確実に可能とするため、一枚の紙基材上の３隅に万線比率が１：１で、ピッチが同一の万
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線から成る潜像パターンを形成し、それらの潜像パターンと折り返し線で対象となる１隅
に万線状の非潜像パターンを形成し、各潜像パターン及び非潜像パターンの部位に透かし
印刷層が施され、各潜像パターンと非潜像パターンを折り返し線に対して合わせることで
、潜像パターンを可視化して真偽判別が行えるという潜像パターンを有する画像形成体が
開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　また、基材上に、位置を離して配置してある複数の暗号化情報形成部が形成され、異な
る暗号化情報形成部には、所望の暗号の一部分ずつが形成されており、さらに、それらの
暗号化情報形成部の間に、基材を分離可能な分離部が形成されており、基材を分離部で分
離した後、見当を合わせて暗号化情報形成部を重ね合わせると、所望の情報が復号される
情報記録媒体が開示されている（例えば、特許文献２参照）。
【０００６】
　さらに、同一印刷物上ではないものの、一方の印刷物には第１の情報が印刷された凹部
が形成され、他方の印刷物には、その凹部にはめ込みが可能な形状を具備し、かつ、第２
の情報が印刷されたタグを有し、一方の印刷物の凹部にタグをはめ込むことで、第１の情
報と第２の情報が重なってコード情報を表現する印刷物対が開示されている（例えば、特
許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－１６８３５６号公報
【特許文献２】特開２００６－６７５５８号公報
【特許文献３】特許第４２０４２７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１については、判別具を用意しなくとも、印刷物を折り返し線
に対して合わせることで、潜像パターンを可視化して真偽判別が行える一方、可視化され
る潜像パターンは、１対の凸部と凹部により形成された凹凸が一定の配置で配置された箇
所の基材自体又は凹凸と基材の間に印刷層を設けて形成されるもので、凹凸自体が潜像パ
ターンを構成する複雑な画線構成となっているものではない。したがって、潜像パターン
の出現原理がわかってしまうと、比較的容易に偽造されてしまうという課題があった。
【０００９】
　また、特許文献２については、所望の情報を分割して異なる領域に形成し、お互いの暗
号化情報形成部を重ね合わせることで、所望の情報の各部分が合体し、初めて所望の情報
として視認できるものではあるが、所望の情報を復号させるための見当合わせについての
具体的な内容は示唆されておらず、適正な見当合わせができなかった場合には、所望の情
報が形成できなくなるとともに、情報を形成するための見当合わせが非常に困難であると
いう問題があった。
【００１０】
　さらに、特許文献３については、二つの情報を重ねて一つの有意味情報（特許文献３に
おいては、コード情報）を形成する際、確実に有意味情報が形成可能なように、凹部の形
状にはめ込み可能な形状を具備したタグを用いるものであり、二つの異なる領域を合わせ
て情報を確実に出現させるためには効果的ではあるものの、一つの印刷物において、異な
る領域を重ね合わせて有意味情報を出現させるものではなかった。
【００１１】
　そこで、本発明は、異なる領域に形成された模様を重ね合わせたときに、その模様の近
傍に形成された凹凸形状の基準領域を案内として第１の有意味情報を出現させ、更にその
状態から基材を一定方向にずらして観察すると、第２の有意味情報が出現する真偽判別形
成体を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するため、本発明は、基材の同一表面上及び／又は異なる面に、凹形状
及び／又は凸形状の要素から成る二つの基準領域が形成され、二つの基準領域のそれぞれ
の領域の近傍に、二つの潜像画像を形成するための画像形成領域が形成され、二つの基準
領域及び画像形成領域を重ね合わせたときに、二つの潜像画像が視認可能な真偽判別形成
体であって、二つの基準領域のうち、第１の基準領域は、凹形状及び／又は凸形状の第１
の基準要素が第１の方向に第１のピッチで複数配置され、二つの基準領域のうち、第２の
基準領域は、凹形状及び／又は凸形状の第２の基準要素が第１の方向と同じ方向に第２の
ピッチで複数配置され、第１の基準領域の近傍に形成された第１の画像形成領域には、第
一の潜像画像を構成する潜像画像形成部及び第二の潜像画像を構成する潜像画像形成部が
第１の画像形成要素によって形成され、第２の基準領域の近傍に形成された第２の画像形
成領域には、第一の潜像画像を構成する潜像画像形成部及び第二の潜像画像を構成する潜
像画像形成部が第２の画像形成要素によって形成され、第１の画像形成領域における第一
の潜像画像及び第二の潜像画像を構成する二つの潜像画像形成部と、第２の画像形成領域
における第一の潜像画像及び第二の潜像画像を構成する二つの潜像画像形成部は、それぞ
れの画像形成領域内において、第１の方向に対して垂直方向に所定の距離だけ離れて形成
され、第１の画像形成領域と第２の画像形成領域を重ね合わせ、かつ、複数の第１の基準
要素から成る第１の基準領域の凹部に、複数の第２の基準要素から成る第２の基準領域の
凸部が、複数の第１の基準要素から成る第１の基準領域の凸部に、複数の第２の基準要素
から成る第２の基準領域の凹部が当てはまるように重ねあわせた時に、第１の画像形成領
域及び第２の画像形成領域のそれぞれの第一の潜像画像を構成する潜像画像形成部により
、第一の潜像画像が形成されて視認でき、第一の潜像画像を形成した位置から、第１の方
向に対して垂直方向に所定の距離ずらすと、第１の画像形成領域及び第２の画像形成領域
のそれぞれの第二の潜像画像を構成する潜像画像形成部により、第二の潜像画像が形成さ
れて視認できることを特徴とする真偽判別形成体である。
【００１３】
　また、本発明の真偽判別形成体は、第１の画像形成領域が第１の画像形成要素が第２の
方向に第３のピッチで複数配置され、第１の画像形成要素を部分的に位相を異ならせた又
は同一の範囲内で面積率を異ならせたことで、第一の潜像画像の一部及び第二の潜像画像
の一部が、第１の画像形成領域の潜像画像形成部として形成され、第２の画像形成領域は
、第２の画像形成要素が第２の方向と同じ方向に第４のピッチで複数配置され、第２の画
像形成要素を部分的に位相を異ならせた又は同一の範囲内で面積率を異ならせたことで、
第１の画像形成領域の潜像画像形成部が形成している第一の潜像画像の一部以外及び第二
の潜像画像の一部以外が、第２の画像形成領域の潜像画像形成部により形成されているこ
とを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の真偽判別形成体は、第１のピッチに対する第２のピッチ及び第３のピッ
チに対する第４のピッチが、同一ピッチ又は一方のピッチに対して他方のピッチが正の整
数倍のピッチであることを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明の真偽判別形成体は、複数配置された第１の画像形成要素及び複数配置さ
れた第２の画像形成要素が、画線、網点、画素、図形及び文字のいずれか一つ又はそれら
の組合せから成ることを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明の真偽判別形成体は、第１の画像形成要素及び／又は第２の画像形成要素
が、複数配置された要素の中の一つの要素内において、画線、網点、画素、図形及び文字
のいずれか二つ以上の組合せから成ることを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明の真偽判別形成体は、第１の画像形成要素及び第２の画像形成要素が、オ
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フセット印刷、凸版印刷及びインクジェット印刷のいずれか一つ又はそれらの組合せによ
り形成されていることを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明の真偽判別形成体は、第１の画像形成要素及び第２の画像形成要素が、赤
外線吸収特性を有するインキにより印刷されていることを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明の真偽判別形成体における第１の画像形成領域は、微細な穿孔による第１
の画像形成要素が複数配置されて、第一の潜像画像の一部及び第二の潜像画像の一部が、
第１の画像形成領域の潜像画像形成部として形成され、第２の画像形成領域は、微細な穿
孔による第２の画像形成要素が複数配置されて、第１の画像形成領域の潜像画像形成部が
形成している第一の潜像画像の一部以外及び第二の潜像画像の一部以外が、第２の画像形
成領域の潜像画像形成部により形成されていることを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明の真偽判別形成体における第１の画像形成要素は、微細な穿孔による第１
の画像形成要素が複数配置されて、第一の潜像画像及び第二の潜像画像が、第１の画像形
成領域の潜像画像形成部として形成され、第２の画像形成領域は、微細な穿孔による第２
の画像形成要素が複数配置されて、第一の潜像画像及び第二の潜像画像が、第２の画像形
成領域の潜像画像形成部により形成され、第１の画像形成領域の潜像画像形成部と第２の
画像形成領域の潜像画像形成部は、形状及び大きさが同じ、かつ、対応した位置に、各領
域に配置されていることを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明の真偽判別形成体における第１の画像形成領域及び第２の画像形成領域は
、各画像形成部以外にダミー穿孔が複数形成され、第１の画像形成領域に形成されている
ダミー穿孔と、第２の画像形成領域に形成されているダミー穿孔とは、第１の画像形成領
域と第２の画像形成領域を重ね合わせたときに、互いに重ならない位置に形成されている
ことを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明の真偽判別形成体は、微細な穿孔及びダミー穿孔が、貫通孔、非貫通孔又
はそれらの組合せから成ることを特徴とする。
【００２３】
　また、本発明の真偽判別形成体は、複数配置された第１の基準要素及び複数配置された
第２の基準要素が、画線、網点、画素、図形及び文字のいずれか一つ又はそれらの組合せ
から成ることを特徴とする。
【００２４】
　また、本発明の真偽判別形成体は、第１の基準要素及び／又は第２の基準要素が、複数
配置された要素の中の一つの要素内において、画線、網点、画素、図形及び文字のいずれ
か二つ以上の組合せから成ることを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明の真偽判別形成体は、第１の基準領域又は第２の基準領域の一方の領域内
に、第一の潜像画像を形成するための基準となる位置を特定する第１の特定部と第二の潜
像画像を形成するための基準となる位置を特定する第２の特定部から成る第１の基準位置
形成部が形成され、他方の領域内に、第１の基準位置形成部に対応する第２の基準位置形
成部が形成されていることを特徴とする。
【００２６】
　また、本発明の真偽判別形成体は、第１の基準位置形成部の第１の特定部及び第２の特
定部と第２の基準位置形成部が、第１の基準要素及び第２の基準要素の一部により形成又
は各要素とは別に隣り合う各要素の間に凹形状及び／又は凸形状により形成されているこ
とを特徴とする。
【００２７】
　また、本発明の真偽判別形成体は、第１の基準要素及び第２の基準要素の一部に形成さ
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れている第１の基準位置形成部及び第２の基準位置形成部が、各要素を部分的に位相を異
ならせた又は同一の範囲内で面積率を異ならせて形成されていることを特徴とする。
【００２８】
　また、本発明の真偽判別形成体は、各基準要素の間に凹形状及び／又は凸形状により形
成されている第１の基準位置形成部及び第２の基準位置形成部が、図形、網点、画素、記
号又は文字のいずれか一つ又はそれらの組合せによって形成されていることを特徴とする
。
【００２９】
　また、本発明の真偽判別形成体は、第１の基準要素及び第２の基準要素が、エンボス、
凹版印刷、フレキソ印刷、グラビア印刷、スクリーン印刷、凸版印刷、インクジェット印
刷、レーザ加工及びすき入れのいずれか一つ又はそれらの組合せにより形成されているこ
とを特徴とする。
【００３０】
　さらに、本発明は、互いを重ね合わせることにより二つの潜像画像が出現する二つの画
像形成領域と、画像形成領域の近傍に、潜像画像を形成するための位置を特定する基準領
域がそれぞれ形成された二つの形成体から成る真偽判別形成体対であって、二つの形成体
のうち一方の形成体には、基材上に凹形状及び／又は凸形状の第１の基準要素から成る第
１の基準領域が形成され、第１の基準領域は、第１の基準要素が第１の方向に第１のピッ
チで複数配置され、二つの形成体のうち他方の形成体には、基材上に凹形状及び／又は凸
形状の第２の基準要素から成る第２の基準領域が形成され、第２の基準領域は、第２の基
準要素が第１の方向と同じ方向に第２のピッチで複数配置され、第１の基準領域の近傍に
形成された第１の画像形成領域には、第一の潜像画像を構成する潜像画像形成部及び第二
の潜像画像を構成する潜像画像形成部が第１の画像形成要素によって形成され、第２の基
準領域の近傍に形成された第２の画像形成領域には、第一の潜像画像を構成する潜像画像
形成部及び第二の潜像画像を構成する潜像画像形成部が第２の画像形成要素によって形成
され、第１の画像形成領域における第一の潜像画像及び第二の潜像画像を構成する二つの
潜像画像形成部と、第２の画像形成領域における第一の潜像画像及び第二の潜像画像を構
成する二つの潜像画像形成部は、それぞれの画像形成領域内において、第１の方向に対し
て垂直方向に所定の距離だけ離れて形成され、第１の画像形成領域と第２の画像形成領域
を重ね合わせ、かつ、複数の第１の基準要素から成る第１の基準領域の凹部に、複数の第
２の基準要素から成る第２の基準領域の凸部が、複数の第１の基準要素から成る第１の基
準領域の凸部に、複数の第２の基準要素から成る第２の基準領域の凹部が当てはまるよう
に、一方の形成体の第１の基準領域と他方の形成体の第２の基準領域を重ね合わせた時に
、第１の画像形成領域及び第２の画像形成領域のそれぞれの潜像画像形成部により、第一
の潜像画像が形成されて視認でき、第一の潜像画像を形成した位置から、一方の形成体を
第１の方向に対して垂直方向に所定の距離ずらすと、第１の画像形成領域及び第２の画像
形成領域のそれぞれの第二の潜像画像を構成する潜像画像形成部により、第二の潜像画像
が形成されて視認できることを特徴とする真偽判別形成体対である。
【００３１】
　また、本発明の真偽判別形成体対は、第１の画像形成領域が、第１の画像形成要素が第
２の方向に第３のピッチで複数配置され、第１の画像形成要素を部分的に位相を異ならせ
た又は同一の範囲内で面積率を異ならせたことで、第一の潜像画像の一部及び第二の潜像
画像の一部が、第１の画像形成領域の潜像画像形成部として形成され、第２の画像形成領
域は、第２の画像形成要素が第２の方向と同じ方向に第４のピッチで複数配置され、第２
の画像形成要素を部分的に位相を異ならせた又は同一の範囲内で面積率を異ならせたこと
で、第１の画像形成領域の潜像画像形成部が形成している第一の潜像画像の一部以外及び
第二の潜像画像の一部以外が、第２の画像形成領域の潜像画像形成部により形成されてい
ることを特徴とする。
【００３２】
　また、本発明の真偽判別形成体対は、第１のピッチに対する第２のピッチ及び第３のピ
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ッチに対する第４のピッチが、同一ピッチ又は一方のピッチに対して他方のピッチが正の
整数倍のピッチであることを特徴とする。
【００３３】
　また、本発明の真偽判別形成体対は、複数配置された第１の基準要素、複数配置された
第２の基準要素、複数配置された第１の画像形成要素及び複数配置された第２の画像形成
要素が、画線、網点、画素、図形及び文字のいずれか一つ又はそれらの組合せから成るこ
とを特徴とする。
【００３４】
　また、本発明の真偽判別形成体対は、第１の基準要素、第２の基準要素、第１の画像形
成要素及び／又は第２の画像形成要素が、複数配置された要素の中の一つの要素内におい
て、画線、網点、画素、図形及び文字のいずれか二つ以上の組合せから成ることを特徴と
する。
【００３５】
　また、本発明の真偽判別形成体対は、第１の画像形成要素及び第２の画像形成要素が、
オフセット印刷、凸版印刷及びインクジェット印刷のいずれか一つ又はそれらの組合せに
より形成されていることを特徴とする。
【００３６】
　また、本発明の真偽判別形成体対は、第１の画像形成要素及び第２の画像形成要素が、
赤外線吸収特性を有するインキにより印刷されていることを特徴とする。
【００３７】
　また、本発明の真偽判別形成体対は、第１の画像形成領域が、微細な穿孔による第１の
画像形成要素が複数配置されて、第一の潜像画像の一部及び第二の潜像画像の一部が、第
１の画像形成領域の潜像画像形成部として形成され、第２の画像形成領域は、微細な穿孔
による第２の画像形成要素が複数配置されて、第１の画像形成領域の潜像画像形成部が形
成している第一の潜像画像の一部以外及び第二の潜像画像の一部以外が、第２の画像形成
領域の潜像画像形成部により形成されていることを特徴とする。
【００３８】
　また、本発明の真偽判別形成体対は、第１の画像形成要素が、微細な穿孔による第１の
画像形成要素が複数配置されて、第一の潜像画像及び第二の潜像画像が、第１の画像形成
領域の潜像画像形成部として形成され、第２の画像形成領域は、微細な穿孔による第２の
画像形成要素が複数配置されて、第一の潜像画像及び第二の潜像画像が、第２の画像形成
領域の潜像画像形成部により形成され、第１の画像形成領域の潜像画像形成部と第２の画
像形成領域の潜像画像形成部は、形状及び大きさが同じ、かつ、対応した位置に各領域に
配置されていることを特徴とする。
【００３９】
　また、本発明の真偽判別形成体対は、第１の画像形成領域及び第２の画像形成領域が、
各画像形成部以外にダミー穿孔が複数形成され、第１の画像形成領域に形成されているダ
ミー穿孔と、第２の画像形成領域に形成されているダミー穿孔とは、第１の画像形成領域
と第２の画像形成領域を重ね合わせたときに、互いに重ならない位置に形成されているこ
とを特徴とする。
【００４０】
　また、本発明の真偽判別形成体対は、微細な穿孔及びダミー穿孔が、貫通孔、非貫通孔
又はそれらの組合せから成ることを特徴とする。
【００４１】
　また、本発明の真偽判別形成体対は、複数配置された第１の基準要素及び複数配置され
た第２の基準要素が、画線、網点、画素、図形及び文字のいずれか一つ又はそれらの組合
せから成ることを特徴とする。
【００４２】
　また、本発明の真偽判別形成体対は、第１の基準要素及び／又は第２の基準要素が、複
数配置された要素の中の一つの要素内において、画線、網点、画素、図形及び文字のいず
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れか二つ以上の組合せから成ることを特徴とする。
【００４３】
　また、本発明の真偽判別形成体対は、第１の基準領域又は第２の基準領域の一方の領域
内に、第一の潜像画像を形成するための基準となる位置を特定する第１の特定部と第二の
潜像画像を形成するための基準となる位置を特定する第２の特定部から成る第１の基準位
置形成部が形成され、他方の領域内に、第１の基準位置形成部に対応する第２の基準位置
形成部が形成されていることを特徴とする。
【００４４】
　また、本発明の真偽判別形成体対は、第１の基準位置形成部の第１の特定部及び第２の
特定部と第２の基準位置形成部が、第１の基準要素及び第２の基準要素の一部により形成
又は各要素とは別に隣り合う各要素の間に凹形状及び／又は凸形状により形成されている
ことを特徴とする。
【００４５】
　また、本発明の真偽判別形成体対は、第１の基準要素及び第２の基準要素の一部に形成
されている第１の基準位置形成部及び第２の基準位置形成部が、各要素を部分的に位相を
異ならせ又は同一の範囲内で面積率を異ならせて形成されていることを特徴とする。
【００４６】
　また、本発明の真偽判別形成体対は、各基準要素の間に凹形状及び／又は凸形状により
形成されている第１の基準位置形成部及び第２の基準位置形成部が、図形、網点、画素、
記号又は文字のいずれか一つ又はそれらの組合せによって形成されていることを特徴とす
る。
【００４７】
　また、本発明の真偽判別形成体対は、第１の基準要素及び第２の基準要素が、エンボス
、凹版印刷、フレキソ印刷、グラビア印刷、スクリーン印刷、凸版印刷、インクジェット
印刷、レーザ加工及びすき入れのいずれか一つ又はそれらの組合せにより形成されている
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００４８】
　本発明は、二つの基準領域とその近傍に配置された二つの画像領域を、それぞれ重ね合
わせることで第一の潜像画像が出現し、さらにその状態から一定方向に一定量ずらして観
察すると、第二の潜像画像が出現するため、単純な一つの情報の出現による真偽判別では
なく、複雑化された構成により、真偽判別の精度が向上するとともに、より高度な偽造及
び改ざん等に対する防止の効果を奏する。
【００４９】
　また、本発明は、二つの基準領域に形成される凹凸形状が、それぞれの領域を重ね合わ
せた際に、凹部に対して凸部が、逆に凸部に対して凹部が嵌め合わされることから、二つ
の画像領域が平坦な面であっても、凹凸形状により適正な見当合わせが可能となり、潜像
画像を確実に形成させることができる。
【００５０】
　また、本発明は、二つの基準領域に形成される凹凸形状が、それぞれの領域を重ね合わ
せて第一の潜像画像を出現させた後、その嵌め合わされたそれぞれの領域の凹部及び凸部
を案内部（レール）として一定方向にずらすことが可能となるため、その案内に沿って基
材をずらすことで、第二の潜像画像を確実に出現させることができる。
【００５１】
　また、本発明は、潜像画像を形成するための基準となる位置に、二つの潜像画像に対応
して基準部が形成されているため、それぞれの潜像画像を出現させる位置を特定し易くな
っている。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の真偽判別形成体の一例を示す図である。
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【図２】本発明の真偽判別形成体対の一例を示す図である。
【図３】第１の基準領域及び第２の基準領域の拡大図である。
【図４】第１の基準要素及び第２の基準要素を説明する図である。
【図５】第１の基準領域と第２の基準領域を重ね合わせた状態を示す断面図である。
【図６】第１の画像形成領域及び第２の画像形成領域を説明する図である。
【図７】同一基材上に形成された画像形成領域を重ねる方法を示す図である。
【図８】第一の潜像画像及び第二の潜像画像を説明する図である。
【図９】各画像形成要素における潜像画像形成部を説明する図である。
【図１０】面積率を異ならせることで構成した潜像画像形成部を説明する図である。
【図１１】位相を異ならせることで構成した潜像画像形成部を説明する図である。
【図１２】画線を用いた画像形成部を説明する図である。
【図１３】穿孔を用いた画像形成部を説明する図である。
【図１４】穿孔を用いた画像形成部の別の態様を説明する図である。
【図１５】基準位置形成部を説明する図である。
【図１６】基準位置形成部を用いて潜像画像を出現させた図である。
【図１７】基準位置形成部の他の形状を説明する図である。
【図１８】実施例１における真偽判別形成体である。
【図１９】実施例１における潜像画像を説明する図である。
【図２０】実施例１における基準領域の構成を説明する図である。
【図２１】画像形成領域を説明する図である。
【図２２】第一の潜像画像を形成する画像形成部を説明する図である。
【図２３】第二の潜像画像を形成する画像形成部を説明する図である。
【図２４】実施例２における真偽判別形成体対である。
【図２５】実施例２における画像形成領域及び潜像画像を説明する図である。
【図２６】実施例２における画像形成部を説明する図である。
【図２７】実施例２における第一の潜像画像に対する潜像画像形成部を説明する図である
。
【図２８】実施例２における第二の潜像画像に対する潜像画像形成部を説明する図である
。
【発明を実施するための形態】
【００５３】
　本発明を実施するための最良の形態について図面を用いて説明する。しかしながら、本
発明は以下に述べる発明を実施するための形態に限定されるものではなく、特許請求の範
囲に記載されている技術事項の範囲内であれば、発明の実施の形態に適宜、変更を加える
こともできる。
【００５４】
　図１は、本発明の真偽判別形成体（１）の一例を示す図である。本発明の真偽判別形成
体（１）は、図１（ａ）に示すように、基材（２）の同一表面上の異なる領域又は図１（
ｂ）に示すように、基材の表裏の異なる面に、第１の基準領域（５）、第２の基準領域（
６）、第１の画像形成領域（７）及び第２の画像形成領域（８）を有している。なお、図
２に示すように、第１の基準領域（５）及び第１の画像形成領域（７）と、第２の基準領
域（６）及び第２の画像形成領域（８）は、別々の基材上に形成されていても良い。別々
の領域に形成されている場合についての詳細は後述する。
【００５５】
　第１の基準領域（５）、第２の基準領域（６）、第１の画像形成領域（７）及び第２の
画像形成領域（８）を形成する基材については、紙、プラスチック、金属等、凹版印刷、
グラビア印刷、スクリーン印刷、フレキソ印刷、オフセット印刷、凸版印刷又はインクジ
ェット印刷等の各種印刷方式が可能な基材や、レーザ加工又はすき入れが施せる基材であ
れば特に限定されない。なお、基材全体が前述の材質でも良いが、第１の基準領域（５）
、第２の基準領域（６）、第１の画像形成領域（７）及び第２の画像形成領域（８）を設
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ける領域のみが前述した材質でも良い。さらには、基材自体が透明又は半透明の場合には
、基本的には第１の画像形成領域（７）及び第２の画像形成領域（８）に形成する各要素
（後述する）を有色インキにより形成することとなるが、後述するように、機能性材料を
用いて各画像形成領域を形成すれば、有色インキを用いなくても良い。また、基材が金属
のような光透過性の低い材質の場合には、穿孔や切削により、基材を薄く加工したり、孔
を開ける等の方法により形成することとなる。
【００５６】
（基準領域）
　本発明における潜像画像を形成して出現させるための見当合わせの役割を担う第１の基
準領域（５）は、図３（ａ）に示すように、第１の基準要素（９）が第１の方向（Ｓ１）
に第１のピッチ（Ｐ１）により複数配置されており、第２の基準領域（６）には、図３（
ｂ）に示すように、第２の基準要素（１０）が第１の方向（Ｓ１）と同じ方向に第２のピ
ッチ（Ｐ２）で複数配置されている。この第１の基準要素（９）と第２の基準要素（１０
）が万線状に配置されている第１の基準領域（５）と第２の基準領域（６）は、図３に示
すように、単なる万線模様でも良く、後述するが、万線模様等を用いて有意味な情報とし
て形成しても良い。
【００５７】
　本実施の形態では、第１のピッチ（Ｐ１）と第２のピッチ（Ｐ２）を、同一ピッチとし
て説明するが、第１のピッチ（Ｐ１）と第２のピッチ（Ｐ２）の関係については、必ずし
も同じピッチでなければならないものではなく、一方の基準領域に形成された各基準要素
同士の間に、重ねあわせた時に、他方の基準領域に形成された各基準要素が来るように配
置されていれば良い。したがって、ピッチに規則性を持たせなくてもよいが、一方の基準
領域の各基準要素のピッチに対して、他方の基準領域の各基準要素のピッチが整数倍であ
ることが好ましい。
【００５８】
　さらに、第１のピッチ（Ｐ１）と第２のピッチ（Ｐ２）に規則性をもたせなくても良い
例としては、第１の基準領域（５）に複数配置される第１の基準要素（９）の配置と、第
２の基準領域（６）に複数配置される第２の基準要素（１０）の配置を同一とする方法が
ある。例えば、一般的なバーコードのように、各画線（本発明における基準要素）同士が
一定のピッチにより配置されるものではなく、コード情報に合わせて配置されているよう
な構成であっても、二つの基準領域において、同じ配置で各基準要素が配置されていれば
、それぞれの基準領域を重ね合わせた場合に、一方の基準要素の凹部に他方の基準要素の
凸部が嵌ることとなり、逆に一方の基準要素の凸部に他方の基準要素の凹部が嵌ることと
なる。したがって、本発明における二つの潜像画像を出現させるために、基材を指先でず
らす行為に対して、レール的な役割を果たすことが可能となる。
【００５９】
　このように、二つの基準領域において、基準要素をバーコードのように情報を持たせて
配置することで、本発明における二つの潜像画像の出現という偽造防止効果以外にも、バ
ーコード情報という機械読み取りによる真偽判別も行うことが可能となる。
【００６０】
　この第１の基準要素（９）及び第２の基準要素（１０）は、図３（ａ）のＹ－Ｙ’にお
ける断面図である図３（ｃ）に示すように凸形状又は凹形状である。
【００６１】
　第１のピッチ（Ｐ１）及び第２のピッチ（Ｐ２）については、５０～１２００μｍの範
囲で形成し、好ましくは５００μｍ±３００μｍ程度である。ピッチが５０μｍよりも狭
くなると、各基準要素の幅も狭くなり、併せて形成可能な凹凸形状が、適正な高さ又は深
さを有することができなくなってしまうためであり、また、ピッチが１２００μｍ以上と
なると、各基準要素同士を重ね合わせたときに、隙間が空いてしまい、潜像画像を適正に
形成することが困難となってしまうからである。また、この凹形状の深さは基材自体の厚
さに依存するため、凹形状を施されていない基材面から２０～８０μｍの範囲の深さに形
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成し、また、凸形状の高さは、インキの盛り状態にも限度があるため、インキで凸形状を
付与する場合は、基材面から２０～８０μｍの範囲の高さで形成することが好ましい。
【００６２】
　図３では、第１の基準要素（９）及び第２の基準要素（１０）を直線により形成してい
るが、直線に限定されるものではなく、図４（ａ）のように点線又は波線であっても良く
、また画線に限定されるものではなく、図４（ｂ）に示すように、網点、画素、図形又は
文字によって形成しても良い。各基準要素を図４（ｂ）のように網点、画素、図形又は文
字によって形成する場合、一つの要素が肉眼では一本の画線として視認可能な程度に、隣
り合う間隔を３０～６０μm程度とすることが好ましい。
【００６３】
　また、各基準要素の画線、網点、画素、図形又は文字については、図４（ｃ）に示すよ
うに、第１の基準要素（９）と第２の基準要素（１０）を別々の形状、例えば、第１の基
準要素（９）を画線で形成し、第２の基準要素（１０）を網点で形成しても良く、また、
図４（ｄ）に示すように、第１の基準領域（５）及び第２の基準領域（６）のそれぞれの
基準領域内において、各基準要素を画線、網点、画素、図形又は文字の組合せにより形成
しても良い（一部図示しない）。さらには、図４（ｅ）に示すように、複数配置された基
準要素の一つの要素内において、画線、網点、画素、図形又は文字の組合せにより形成し
ても良い（一部図示しない）。なお、本実施の形態では、以下、第１の基準要素（９）及
び第２の基準要素（１０）が画線（直線）によって形成されていることとして説明する。
【００６４】
　この第１の基準要素（９）及び第２の基準要素（１０）の形状について、凹形状とする
場合には、基材に対してエンボス、レーザ加工又はすき入れにより形成し、凸形状とする
場合には、印刷によりインキを付与することで形成するため、凹版印刷、グラビア印刷、
スクリーン印刷又はフレキソ印刷を用いる。ただし、グラビア印刷及びフレキソ印刷によ
って各基準要素を形成する場合、インキ膜厚が不足する可能性もあるため、インキ膜厚を
充分に確保するために、画線設計等の状況により、発泡インキのようにインキが盛り上が
る作用などにより厚みが形成されるインキを用いて膜厚を確保することでも良い。また、
凸版印刷やインクジェット印刷を用いることも可能ではあるが、これらの印刷方式では、
グラビア印刷及びフレキソ印刷よりも、更にインキ膜厚が不足することが考えられること
から、発泡インキを用いることが必要となる。
【００６５】
　発泡インキとは、インキ中に少なくとも発泡剤が配合されているインキであり、加熱す
ることにより、配合してある発泡剤が発泡してインキ層が隆起するものである。この発泡
インキには、プラスチゾルインキ、水性インキ又は有機溶剤型インキ等があるが、本発明
では、インキが隆起して凸形状を形成すれば良いため、使用する種類は特に限定されない
。
【００６６】
　また、本発明の真偽判別形成体（１）は、前述のとおり、第１の基準要素（９）及び第
２の基準要素（１０）が凹形状又は凸形状の形状を成しているため、第１の基準領域（５
）と第２の基準領域（６）を重ね合わせた時には、図５に示した断面図のように、複数の
第１の基準要素（９）から成る第１の基準領域（５）の凹部に、複数の第２の基準要素（
１０）から成る第２の基準領域（６）の凸部が合わさり、逆に、複数の第１の基準要素（
９）から成る第１の基準領域（５）の凸部には、複数の第２の要素（１０）から成る第２
の基準領域（６）の凹部が合わさることとなるため、第一の潜像画像（１１）が確認でき
た位置から第二の潜像画像（１２）を確認できる位置までずらす際、この凹凸形状がレー
ルの役割を成して、スムーズにずらすことが可能となる。
【００６７】
　なお、第１の基準領域の凹部及び凸部や第２の基準領域の凹部及び凸部は、図３のよう
に、第１の基準要素（９）及び第２の基準要素（１０）を凸形状の要素、例えば、インキ
で形成した場合、凸部は、インキにより盛り上がっている箇所を示し、凹部は、隣り合う
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インキ同士の間に位置している基材部分を示すものであり、基材自体を更に凹ませて形成
していることを示すものではない。要素を凹形状により形成する場合には、その逆で、凹
んだ箇所が凹部となり、基材自体が凸部となる。このレールの役割をする第１の基準要素
（９）と第２の基準要素（１０）の形状も、本発明の二つの潜像画像を確認できるための
大きな特徴点であることは言うまでもない。
【００６８】
（画像形成領域）
　次に、本発明における画像形成領域について説明する。
　画像形成領域は、図１（ａ）、（ｂ）及び図２に示すように、前述した第１の基準領域
（５）の近傍に第１の画像形成領域（７）が、また、第２の基準領域（６）の近傍に第２
の画像形成領域（８）が配置されている。なお、この場合の近傍とは、基準領域を指で重
ねて押さえたときに、それぞれの画像形成領域がしっかりと重ね合わされている位置関係
であることが必要となるため、５～２０ｍｍ程度のことをいう。
【００６９】
　第１の画像形成領域（７）及び第２の画像形成領域（８）は、それぞれの画像形成領域
を重ね合わせたときに、所望する二つの潜像画像を形成するため、図１又は図２に示すよ
うに、第１の画像形成領域（７）には第１の画像形成要素（１３）が配置され、第２の画
像形成領域（８）には、第２の画像形成要素（１４）が配置されている。
【００７０】
　潜像画像を形成するための各画像形成要素の構成について説明する。まず、各画像形成
要素を画線によって形成する場合、第１の画像形成領域（７）については、図６（ａ）に
示すように、第１の画像形成要素（１３）が第２の方向（Ｓ２）に複数規則的に配置され
ており、第２の画像形成領域（８）については、図６（ｂ）に示すように、第２の画像形
成要素（１４）が第２の方向（Ｓ２）と同じ方向に複数規則的に配置されている。なお、
本発明では、一つの潜像画像を形成した後、基材を、基準領域を形成している各基準要素
が配置されている第１の方向（Ｓ１）に対して、垂直方向にずらして二つ目の潜像画像を
形成するため、第２の方向（Ｓ２）は、第１の方向（Ｓ１）に対して垂直の方向となる。
なお、図６では、各画像形成要素が画線によって形成されているが、画線に限定されるも
のではなく、網点、画素及び穿孔のうち一つ又はそれらの組合せによって形成することも
可能である。
【００７１】
　本発明の真偽判別形成体（１）を図１（ａ）におけるＸ－Ｘ’の位置において折り曲げ
、第１の基準領域（５）と第２の基準領域（６）及び第１の画像形成領域（７）と第２の
画像形成領域（８）を、図７（ａ）に示したように重ね合わせると、図８（ａ）に示す第
一の潜像画像（１１）が確認でき、その位置から第２の方向（Ｓ２）にずらすと、図８（
ｂ）に示す第二の潜像画像（１２）が確認できる。また、図１（ｂ）のように、第１の基
準領域（５）と第１の画像形成領域（７）を基材の一方の面に形成し、第２の基準領域（
６）と第２の画像形成領域（８）を基材の他方の面にそれぞれ形成した場合には、図７（
ｂ）に示すように、基材を丸めて表裏の各領域を重ね合わせれば良い。
【００７２】
　なお、本発明の第１の基準要素（９）及び第２の基準要素（１０）が凹形状又は凸形状
を成していることから、それぞれの要素を重ね合わせたときに、前述したように、各基準
要素がレールの役割をするため、各基準要素と平行する方向、いわゆる、第２の方向（Ｓ

２）にずらし易く、第１の方向（Ｓ１）には、この凹形状又は凸形状が壁となってずらし
にくくなる。また、重ね合わせた際に確認できる潜像画像は、重ね合わせた基材を透過光
により観察することが殆どであるが、例えば、基材が透明又は半透明の基材の場合、基材
を透かして見なくとも、重ね合わせた段階で潜像画像が確認できることもある。
【００７３】
　図９は、第１の画像形成領域（７）の構成を説明するための図である。第１の画像形成
領域（７）には、第１の画像形成要素（１３）が画線によって第２の方向（Ｓ２）に複数
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配置されている。この第１の画像形成要素（１３）は、第一の潜像画像（１１）及び第二
の潜像画像（１２）の一部を形成するために、第１の画像形成要素（１３）に対して、同
一範囲内において面積率を異ならせて潜像画像形成部（１５）を形成している。なお、本
実施の形態における図９（ａ）では、第１の画像形成要素（１３）を画線によって形成し
ているため、図９（ａ）の一部拡大図である図９（ｂ）に示すように、画線幅を部分的に
異ならせることで、第一の潜像画像（１１）の一部を構成する潜像画像形成部（１５ａ１

）と、第二の潜像画像（１２）の一部を構成する潜像画像形成部（１５ｂ１）を形成して
いる。ただし、本発明における潜像画像形成部（１５）の構成は、これに限定されるもの
ではない。
【００７４】
　そこで、潜像画像形成部（１５）の構成の態様の一例を図１０及び図１１に示す。図１
０の（ａ）及び（ｂ）は、第１の画像形成要素（１３）を画線により形成し、画線幅の一
部を異ならせている。図１０（ａ）は、基本とする画線幅に対して、潜像画像形成部（１
５）の部分のみの画線幅を太くして形成しており、図１０（ｂ）は、基本とする画線幅に
対して、潜像画像形成部（１５）の部分のみの画線幅を細くして形成してある。なお、本
発明における画像形成要素を同一範囲内において面積率を異ならせて潜像形成部を形成す
るとは、図１０（ａ）のように、同一画線において、同一の範囲内（Ｚ）の画線面積率が
異なっている状態を示す。また、図１０（ｃ）は、第１の画像形成要素（１３）を網点に
より形成しているもので、網点の大小により、潜像画像形成部（１５）を形成した例であ
る。
【００７５】
　また、潜像画像形成部（１５）の構成については、画像形成要素を同一範囲内において
面積率を異ならせる以外にも、図１１に示すように、画像形成要素を部分的に位相を異な
らせることで形成することも可能である。図１１（ａ）～（ｃ）は、画像形成要素を画線
で形成する場合であるが、図１１（ａ）は、連続的な画線により、部分的に位相を異なら
せた場合で、いわゆる、レリーフ画線と呼ばれるものであり、図１１（ｂ）は、画線を段
階的に位相を異ならせて潜像画像形成部を形成したものであり、さらに図１１（ｃ）は、
潜像画像形成部の画像形成要素が他の画像形成要素と離れて配置されているものである。
【００７６】
　各要素の形状については、画線、網点、画素、図形又は文字のいずれでも構わないこと
は前述したとおりであるが、位相を異ならせる場合においても同様であり、例えば、図１
１（ｄ）のように、画像形成要素を同一の面積率を有する網点により形成しても良い。
【００７７】
　各画像形成要素を用いて潜像画像形成部を形成する方法として、画像形成要素の一部の
面積率を異ならせることを説明したが、前述した基準要素と同様、一つの画像形成領域内
において、全ての画像形成要素を同じ方法により潜像画像形成部を形成しなくても良く、
また、画像形成要素ごとに異なる方法を用いて潜像画像形成部を形成しても良い。
【００７８】
　第一の潜像画像を形成した後、基材を所定の距離だけずらして第二の潜像画像を形成す
ることとなるが、前述したように、第１の基準領域と第２の基準領域の各要素の凹凸形状
をレール的な役割として利用し、一定方向（第１の方向と垂直方向であり、いわゆる、第
２の方向）にスムーズなずらしをするものであるため、各画像形成要素は、そのずらしを
妨げるものであってはならない。そこで、各画像形成要素を印刷により形成する場合は、
基材に対してあまり凹凸形状を有するような形状とならない形成方法とすることが必要と
なり、そのために、オフセット印刷、凸版印刷又はインクジェット印刷により形成するこ
とが好ましい。ただし、凹版印刷、グラビア印刷、スクリーン印刷又はフレキソ印刷によ
っても形成することは可能であるが、基準要素の凹凸形状よりも、要素の高さを低く又は
深さを浅く形成することが必要となる。
【００７９】
　また、画像形成要素をレーザ加工により穿孔として形成することも可能である。この場
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合には、基材を貫通した孔でも良く、また、基材の一部をレーザ加工により除去した非貫
通のものでも良いが、いずれの場合も、本発明では、穿孔により形成された画像形成部と
する。レーザ加工による穿孔の場合には、前述のように、第１の画像形成領域（７）と第
２の画像形成領域（８）に、第一の潜像画像（１１）及び第二の潜像画像（１２）を部分
的に分割して形成することも可能であるが、透過光量の差異により潜像画像を形成するこ
とも可能なため、両方の領域に同じように潜像画像形成部を形成しても良い。レーザ加工
の穿孔により画像形成部を形成する場合についての詳細は、後述する。
【００８０】
　第１の画像形成領域（７）と第２の画像形成領域（８）における各画像形成部の構成に
ついて説明する。図１２に示すように、第１の画像形成領域（７）においては、第一の潜
像画像（１１）に対する潜像画像形成部（１５ａ１）と、第二の潜像画像（１２）に対す
る潜像画像形成部（１５ｂ１）が、画線幅を異ならせて形成されていることとなる。また
、第２の画像形成領域（８）においては、第一の潜像画像（１１）に対する潜像画像形成
部（１６ａ１）と、第二の潜像画像（１２）に対する潜像画像形成部（１６ｂ１）が、画
線幅を異ならせて形成されている。なお、第１の画像形成領域（７）に形成されているそ
れぞれの潜像画像に対する潜像画像形成部（１５）は、第２の画像形成領域（８）のそれ
ぞれの潜像画像に対する潜像画像形成部（１６）と重ね合わされた時に、それぞれの潜像
画像を形成するため、一つずつの領域に形成されている潜像画像形成部だけでは、無意味
な情報である。
【００８１】
　例えば、図８（ａ）に示す第一の潜像画像（１１）、ここでは「Ａ」という文字を任意
に２分割して、一方を図１２（ａ）のような潜像画像形成部（１５ａ１）の形状とし、他
方を図１２（ｃ）のような潜像画像形成部（１６ａ１）の形状とする。同様に、図８（ｂ
）に示す第二の潜像画像（１２）、ここでは「Ｄ」という文字を任意に２分割して、一方
を図１２（ｂ）のような潜像画像形成部（１５ｂ１）の形状とし、他方を図１２（ｄ）の
ような潜像画像形成部（１６ｂ１）の形状とする。なお、第２の画像形成領域（８）に形
成する潜像画像形成部（１６）は、重ね合わせたときに、図１２（ａ）及び（ｂ）と重な
って潜像画像を形成することとなるため、図１２（ｃ）及び（ｄ）のように左右方向に反
転した状態となっている。
【００８２】
　なお、第１の画像形成要素（１３）及び第２の画像形成要素（１４）の画線幅について
は、３０～１０００μｍの範囲で形成するが、あまり画線幅を太くすると、違和感のある
模様となったり、潜像画像形成部自体が確認されてしまうため、２５０±１５０μｍの範
囲、いわゆる、画線ピッチの約半分の画線幅で形成することが好ましい。
【００８３】
　本発明における効果として、第一の潜像画像（１１）が確認された位置から所定の距離
だけ第２の方向（Ｓ２）に基材をずらすことで、第二の潜像画像（１２）を確認すること
が可能となるため、各領域内において、第一の潜像画像に対する潜像画像形成部と第二の
潜像画像に対する潜像画像形成部は、第２の方向（Ｓ２）に所定の距離だけ離れた位置に
形成する必要がある。この所定の距離については、ずらし量として必要な少なくとも５０
０μｍ以上であれば良く、その上限は、それぞれの領域内の範囲であれば限定されないが
、領域を基材上において広く取りすぎると、デザイン的に好ましくはないことと、本発明
の目的が、第一の潜像画像（１１）が確認できた位置から指によって若干ずらすだけで別
の第二の潜像画像（１２）が確認できるというところにあるため、実際には、１０ｍｍ以
下が好ましい。
【００８４】
　次に、レーザ加工の穿孔により潜像画像形成部を形成する例を図１３及び図１４に示す
。まず、図１３においては、第１の画像形成領域（７）と第２の画像形成領域（８）に、
第一の潜像画像（１１）と第二の潜像画像（１２）の各一部分を分割して形成した場合を
示す図であり、図１３では、代表して第一の潜像画像（１１）のみについて説明する。図
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１３（ａ）は、第１の画像形成領域（７）に第１の画像形成要素（１３）として、レーザ
加工により第一の潜像画像（１１）である「Ａ」の一部が貫通孔として形成されている状
態で、図１３（ｂ）は、第２の画像形成領域（８）に、第１の画像形成領域（７）に形成
してある第一の潜像画像（１１）である「Ａ」の一部以外の部分が貫通孔として形成して
ある状態を示している。なお、各領域に穿孔により形成してある画像形成部は、肉眼によ
り反射光で視認しても、確認が困難な４０～１００μｍ程度の大きさで形成されており、
図１３（ａ）と図１３（ｂ）の各領域の画像形成部を、基材を折り曲げて重ね合わせると
、図１３（ｃ）に示すように、穿孔により形成されている画像形成部と他の基材部分との
透過光量の差により、図１３（ｄ）のような第一の潜像画像（１１）が透過光により確認
できる。肉眼では視認が困難な程度の穿孔の大きさであるが、この画像形成部をカモフラ
ージュするために、それぞれの画像形成領域に地紋模様等の模様を施しても良い。
【００８５】
　また、同じ穿孔を利用して画像形成部を構成する方法として、別の態様としては図１４
に示すような方法でも可能である。図１４は、図１３に示した画像形成要素の他に、各画
像形成領域に、画像形成部を形成する画像形成要素と同じ大きさの穿孔によって無意味な
穿孔（以下、「ダミー穿孔」という。）を多数施してある。図面上では、説明上、画像形
成部を黒色によって示しているが、実際の基材上では、他の穿孔と区別はつかない。
【００８６】
　この図１４（ａ）のように、多数のダミー穿孔（１７）が非貫通孔として施されている
中に、第一の潜像画像（１１）となる「Ａ」という文字が、第１の画像形成要素（１３）
として非貫通で施されている。この第１の画像形成領域（７）に形成されている「Ａ」と
いう文字と同じ大きさ及び形状の「Ａ」という文字が、第２の画像形成領域（８）にも第
２の画像形成要素（１４）として非貫通で形成されているのが図１４（ｂ）である。図１
４（ｂ）の第２の画像形成領域（８）においても、第一の潜像画像（１１）である「Ａ」
という文字を形成するための画像形成部以外の箇所には、ダミー穿孔（１８）が多数配置
されている。
【００８７】
　この二つの領域を重ね合わせたときの断面図が図１４（ｃ）である。二つ領域に形成さ
れている各画像形成部は、基材を所定の位置によって折り曲げて重ね合わせると、それぞ
れの領域に配置されている各画像形成部は同じ位置にくることとなり、それぞれの「Ａ」
という文字が完全に一致して重なる。他のダミー穿孔（１７）及び（１８）は、各領域の
穿孔同士が同じ位置で重なることがないように配置してあるため、図１４（ｃ）に示すよ
うに、画像形成部の「Ａ」という文字の箇所だけが光透過量が多くなり、透過光下におい
て、他のダミー穿孔との区別がつき、図１４（ｄ）のように、第一の潜像画像である「Ａ
」が確認できることとなる。
【００８８】
　なお、この場合、画像形成部を形成する穿孔及び他の箇所に配置されているダミー穿孔
（１７）及び（１８）は、前述したように、基材を貫通していても、非貫通でも、また、
それらの組合せでも構わない。出現させたい潜像画像が、二つの領域を重ね合わせた時に
、完全に同じ位置に当てはまるように画像形成部がそれぞれの領域に配置されており、か
つ、他のダミー穿孔（１７）及び（１８）が重なり合わないように、各領域に配置されて
いれば良い。
【００８９】
（基準位置形成部）
　本発明の真偽判別形成体（１）は、第１の基準要素（９）及び第２の基準要素（１０）
が凹形状又は凸形状の形状を成していることから、重ね合わせた際に、それぞれの領域に
形成された凹部に対する凸部及び凸部に対する凹部がレール的な役割をして各潜像画像を
確認し易くなっていることを、既に図５により説明したところであるが、より一層、潜像
画像を確認し易くするため、各基準領域内にそれぞれの潜像画像を形成させるための基準
位置となる部位を設けても良い。次に、この基準位置となる部位について説明する。
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【００９０】
　基準位置となる部位は、図１５（ａ）に示すように、第１の基準領域（５）内に形成さ
れた部位を第１の基準位置形成部（１９）とし、第１の基準領域（５）に第２の基準領域
（６）を重ね合わせた時に、その第１の基準位置形成部（１９）に対応する位置にある第
２の基準領域（６）内に形成された部位を、図１５（ｂ）のように第２の基準位置形成部
（２０）とする。ここで、第１の基準位置形成部（１９）及び第２の基準位置形成部（２
０）について図１６を用いて説明する。
【００９１】
　図１６（ａ）は、第１の基準要素（９）と第２の基準要素（１０）が重ね合わされた際
の第１の基準部（１３）と第２の基準部（１４）の状態を上方から見た拡大図である。第
１の基準要素（９）には、一部に第一の潜像画像（１１）を形成する基準位置となる第１
の特定部（２１）を形成する。また、その第一の潜像画像（１１）が形成された位置であ
る第１の特定部（２１）から、基材を第２の方向（Ｓ２）にずらして第二の潜像画像（１
２）を形成する位置に第２の特定部（２２）を形成する。
【００９２】
　このとき、第１の基準位置形成部（１９）が形成されている第１の基準要素（９）に対
応する第２の基準要素（１０）に対して、第２の基準位置形成部（２０）を形成する。こ
の第２の基準位置形成部（２０）を形成することで、第１の特定部（２１）が第２の基準
位置形成部（２０）のストッパーとなり、第２の基準位置形成部（２０）が第１の特定部
（２１）に接した位置で、第一の潜像画像（１１）が形成され、明瞭に確認できることと
なる。
【００９３】
　また、その位置からそれぞれの要素の凹凸形状をレールの役割としながら、図１６（ｂ
）のように、第２の方向（Ｓ２）にずらしていった際に、第２の基準位置形成部（２０）
が第２の特定部（２２）に接した位置で、第２の特定部（２２）がストッパーとなり、ず
らしていく方向に負荷が掛かることとなるため、その位置でずらしをやめると、第二の潜
像画像（１２）が形成され、明瞭に確認できることとなる。
【００９４】
　本実施の形態では、第１の基準領域（５）に第１の特定部（２１）及び第２の特定部（
２２）から成る第１の基準位置形成部（１９）を形成し、第２の基準領域（６）に第２の
基準位置形成部（２０）を形成したが、逆に、第２の基準領域（６）に第１の特定部（２
１）及び第２の特定部（２２）から成る第１の基準位置形成部（１９）を形成し、第１の
基準領域（５）に第２の基準位置形成部（２０）を形成しても良い。また、図１６では、
第１の基準位置形成部（１９）及び第２の基準位置形成部（２０）をそれぞれの基準要素
と接した状態で形成しているが、潜像画像を視認可能に形成するためのストッパーとして
の機能を有すれば良いため、図１７（ａ）のように離れて形成しても良く、図１７（ｂ）
のように、第１の基準要素（９）と異なる形状の網点や画素で形成しても良い。
【００９５】
　以上、本発明の真偽判別形成体（１）において、第１の基準領域（５）と第１の画像形
成領域（７）及び第２の基準領域（６）と第２の画像形成領域（８）を同一基材上に形成
する場合で説明してきたが、図２のように、本発明は、第１の基準領域（５）及び第１の
画像形成領域（７）と、第２の基準領域（６）及び第２の画像形成領域（８）を別々の基
材上に形成することも可能である。さらに、第１の基準領域（５）及び第２の基準領域（
６）は、一対の最小単位で形成する必要はなく、適宜、同一基材上の表裏に第１の基準領
域（５）や第２の基準領域（６）を複数設けることが可能である。その領域内においても
、第１の基準要素（９）及び第２の基準要素（１０）として、凹形状又は凸形状のどちら
かを用いるのではなく、その基準要素として凹形状や凸形状の両方から成ることも可能で
ある。
【００９６】
　別々にそれぞれの領域を形成する場合には、例えば、一方を市場で流通される銀行券、



(21) JP 5126748 B2 2013.1.23

10

20

30

40

50

有価証券や商品券等の貴重印刷物とし、他方を簡易的な判別具として、窓口業務を請け負
うところで保管しておくことでも良く、また、別の態様としては、例えば、一方の領域を
一万円札に形成し、他方の領域を異なる金額の五千円札に形成することで、消費者が手持
ちの札により、簡易的に真偽判別が行えることになる。
【００９７】
　また、前述では、同一の基材上の異なる領域に、第１の基準領域（５）及び第１の画像
形成領域（７）と、第２の基準領域（６）及び第２の画像形成領域（８）の大きく分けて
二つの領域を形成した場合で説明したが、第１の基準領域（５）及び第１の画像形成領域
（７）を基準として、第３の基準領域及び第３の画像形成領域を更に別の領域に設け、第
１の画像形成領域（５）及び第２の画像形成領域（６）で形成した二つの潜像画像とは異
なる新たな二つの潜像画像、いわゆる、第三の潜像画像及び第四の潜像画像を第３の画像
形成領域を用いて形成することも可能であることは言うまでもない。この場合には、第１
の画像形成領域（５）内に、第１の画像形成要素（１３）によって、第２の画像形成領域
と重ね合わせて形成するための第一の潜像画像及び第二の潜像画像の一部と、第３の画像
形成領域と重ね合わせて形成するための第三の潜像画像及び第四の潜像画像の一部を併せ
て形成しておけば良い。
【００９８】
　この第３の画像形成領域を形成するという考え方を、前述した別々の基材に形成する場
合に用いれば、第１の画像形成領域を一万円札に形成し、第２の画像形成領域を五千円札
に形成し、第３の画像形成領域を千円札に形成することで、券種毎に、消費者が簡易的に
真偽判別を行えることとなる。
【００９９】
　また、第１の画像形成領域を形成している第１の画像形成要素の一部の面積率を異なら
せ又は位相を異ならせることで、潜像画像の一部を構成するための潜像画像形成部を形成
することについて説明したところであるが、この潜像画像形成部とは異なり、第１の画像
領域内に有意味情報として第１の模様を形成することも可能である。この第１の模様は、
潜像画像形成部以外の第１の画像形成要素において、画像形成要素の一部の面積率を異な
らせ又は位相を異ならせて、有意味情報として形成すれば良い。第２の画像形成領域内に
第２の模様を形成する場合も同様である。
【０１００】
　次に、本発明の別の態様となる機能性材料を用いた真偽判別形成体について説明する。
潜像画像を形成する画像形成要素に対して、機能性材料、特に赤外線吸収特性を有する材
料により形成することで、赤外光を用いた真偽判別も可能となる。この赤外線吸収特性を
基材に付与する方法としては、凹版印刷、グラビア印刷、スクリーン印刷、フレキソ印刷
、凸版印刷、オフセット印刷又はインクジェット印刷等によりインキとして基材上に付与
する。
【０１０１】
　この機能性材料を用いて潜像画像を形成する方法としては、前述したように、各画像形
成領域に赤外線吸収特性を有する有色インキにより、画線、網点、画素、文字又は記号の
いずれか一つ又はそれらの組合せによって画像形成部を形成し、透過光下において観察し
た潜像画像と同様の潜像画像が、赤外光下においても確認できるものとしても良いが、赤
外線吸収特性を有するインキを無色透明としておくことで、肉眼では潜像画像が確認でき
ないところを、赤外光下でのみ確認できるということも可能となる。
【０１０２】
　この場合でも、潜像画像を出現させるために、それぞれの基準領域が形成されているこ
とが当然必要となるが、逆に、この基準領域が設けられていることにより、画像形成領域
が無色透明のインキによって形成されていても、確実に潜像画像を出現させることが可能
となる。なお、基準領域については、画像形成領域を付与したインキの色の有無に関係な
く、有色のインキによって形成しても良く、また、無色透明のインキによって形成しても
良く、さらには、インキを用いず、エンボス、レーザ加工又はすき入れによって形成され
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ていても良いことは、既に説明したとおりである。
【０１０３】
　赤外線吸収特性を有するインキにより各画像形成領域が形成された真偽判別形成体（１
）について、第１の基準領域（５）及び第１の画像形成領域（７）と、第２の基準領域（
６）及び第２の画像形成領域（８）を重ね合わせた状態で赤外光を照射すると、所定の位
置で第一の潜像画像（１１）が確認でき、その位置から第２の方向（Ｓ２）にずらすと、
第二の潜像画像（１２）が確認できる。これらの潜像画像が確認できた場合には、真正品
として判断することが可能となる。このように、潜像画像を可視光下で確認し、更なる真
偽判別を行うために機能性材料を用いる場合には、機能性として赤外吸収特性に限定され
るものではなく、例えば、赤外線で反射又は透過する材料や紫外線で発光する材料、温度
により変色する２色性のサーモクロミック（示温）材料又は応力によって発色する材料を
用いることでも良い。
【０１０４】
　以下、本発明における真偽判別形成体について、実施例を用いて詳細に説明するが、以
下の実施例に限定されることはなく、特許請求の範囲に記載された技術的な範疇であれば
、適宜、変更しても本発明に含まれることは言うまでもない。
【実施例１】
【０１０５】
　実施例１として、図１８に示す商品券である真偽判別形成体（２３）に対して、両端の
下部に印刷された二つの領域に潜像画像を形成した。第１の画像形成領域（２６）は、左
下部に印刷された彩紋模様の中央部に形成し、その彩紋模様の近傍に第１の基準領域（２
４）を形成した。また、第２の画像形成領域（２７）は、右下部に印刷された彩紋模様の
中央部に形成し、その彩紋模様の近傍に第２の基準領域（２５）を形成した。
【０１０６】
　潜像画像としては、第一の潜像画像（２８）を図１９（ａ）に示すような「千円」の文
字とし、第二の潜像画像（２９）を図１９（ｂ）に示すような「ＯＫ」の文字としている
。
【０１０７】
　各領域の詳細構成について説明する。まず、基準領域については、図２０（ａ）に示す
ように、第１の基準領域（２４）において、第１の基準要素（３０）を画線によって複数
第１の方向（Ｓ１）に第１のピッチ（Ｐ１）で配置し、横万線状に形成してある。また、
図２０（ｂ）に示すように、第２の基準領域（２５）において、第２の基準要素（３１）
を画線によって複数第１の方向（Ｓ１）に第２のピッチ（Ｐ２）で配置し、横万線状に形
成してある。なお、本実施例１においては、第１のピッチ（Ｐ１）と第２のピッチ（Ｐ２

）は、同じピッチとしている。また、いずれの基準要素も、図面上では目視可能な色彩に
より形成されているが、実際は、デザイン上目立たないように、無色透明インキを用いて
凹版印刷により、画線幅を２００μｍ、第１のピッチを５００μm、画線高さを５０μｍ
としている。
【０１０８】
　また、第１の基準領域（２４）内において、第１の基準位置形成部（３２）を第１の基
準要素（３０）の画線幅を一部太くして形成してあり、第２の基準領域（３５）内におい
て、第２の基準位置形成部（３３）を第２の基準要素（３１）の画線幅を一部太くして形
成してある。なお、第１の基準位置形成部（３２）は、第１の特定部（３４）と第２の特
定部（３５）から成り、それぞれの特定部は、共に基本となる第１の基準要素（３０）の
画線より１００μｍの高さ（ｈ）を有し、かつ、２００μｍの幅（ｗ）を有している。同
様に、第２の基準部（３１）も、基本となる第２の要素（２９）の画線よりも１００μｍ
の高さ（ｈ）を有し、かつ、２００μｍの幅（ｗ）を有している。
【０１０９】
　ここで言う、各基準部の高さ及び幅とは、図２０（ｃ）に示すように、高さとは、例え
ば、第１の基準要素に対して突出している基準位置形成部の画線幅に該当し、図中の（ｈ
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）のことであり、また、幅とは、各基準位置形成部の長さに該当し、図中の（ｗ）のこと
である。第１の基準位置形成部（３２）における第１の特定部（３４）と第２の特定部（
３５）の間隔は、第一の潜像画像と第二の潜像画像が形成されている間隔と同じ距離とな
る１．６ｍｍとなっている。
【０１１０】
　本実施例１では、同一基材上の同一面に基準領域が設けられていることから、それぞれ
の基準位置形成部は、基材を折り曲げた際に、第一の潜像画像（２８）及び第二の潜像画
像（２９）が形成可能な位置となるよう、各領域において対応した位置に形成されている
。
【０１１１】
　図１８に示した彩紋模様の中央部に形成された第１の画像形成領域（２６）及び第２の
画像形成領域（２７）のみを拡大したのが図２１であり、彩紋模様、第１の画像形成領域
（２６）及び第２の画像形成領域（２７）は、いずれも青色インキを用いてオフセット印
刷により印刷されている。第１の画像形成領域（２６）は、第１の画像形成要素（３６）
を画線によって複数第２の方向（Ｓ２）に第３のピッチ（Ｐ３）で配置し、縦万線状に形
成してある。また、図２１（ｂ）に示すように、第２の画像形成領域（２７）において、
第２の画像形成要素（３７）を画線によって複数第２の方向（Ｓ２）に第４のピッチ（Ｐ

４）で配置し、万線状に形成してある。なお、本実施例１においては、第３のピッチ（Ｐ

３）と第４のピッチ（Ｐ４）は、同じピッチとしている。
【０１１２】
　二つの領域の彩紋模様は、それぞれ画線幅が１００μｍで形成されており、彩紋模様の
中央部に形成されている第１の画像形成要素（３６）及び第２の画像形成要素（３７）は
、画線幅２００μｍで、ピッチが５００μｍとなっている。
【０１１３】
　第１の画像形成領域（２６）においては、図２１（ｃ）の第１の画像形成要素（３６）
の一部拡大図のように、第１の画像形成要素（３６）の画線を部分的に太くすることで第
一の潜像画像に対する潜像画像形成部（３８）を形成し、また、第１の画像形成要素（３
６）の画線を部分的に細くすることで第二の潜像画像に対する潜像画像形成部（３９）を
形成している。同様に、第２の画像形成領域（２７）においては、第２の画像形成要素（
３７）の画線を部分的に太くすることで、第１の画像形成領域で形成されている第一の潜
像画像に対する潜像画像形成部（３８）以外の潜像画像形成部（４０）を形成し、また、
第２の画像形成要素（３６）の画線を部分的に細くすることで、第１の画像形成領域で形
成されている第二の潜像画像に対する潜像画像形成部（３９）以外の潜像画像形成部（４
１）を形成している。
【０１１４】
　それぞれの画像形成領域に形成されている第一の潜像画像を形成するための画像形成部
（３８）及び（４０）は、第１の画像形成要素（３６）及び第２の画像形成要素（３７）
の画線幅よりも１００μｍ太い画線となっており、逆に、第二の潜像画像を形成するため
の画像形成部（３９）及び（４１）は、第１の画像形成要素（３６）及び第２の画像形成
要素（３７）の画線幅よりも１００μｍ細い画線となっている。
【０１１５】
　図２１で示した第１の画像形成領域（２６）及び第２の画像形成領域（２７）に対して
、第一の潜像画像に対する潜像画像形成部のみを取り出したのが図２２である。図２２（
ａ）は、第１の画像形成要素（３６）により形成された第一の潜像画像に対する潜像画像
形成部（３８）を示し、図２２（ｂ）は、第２の画像形成要素（３７）により形成された
第一の潜像画像に対する潜像画像形成部（４０）を示している。また、図２１に示した第
１の画像形成領域（２６）及び第２の画像形成領域（２７）に対して、第二の潜像画像に
対する潜像画像形成部のみを取り出したのが図２３である。図２３（ａ）は、第１の画像
形成要素（３６）により形成された第二の潜像画像に対する潜像画像形成部（３９）を示
し、図２３（ｂ）は、第２の画像形成要素（３７）により形成された第二の潜像画像に対
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する潜像画像形成部（４１）を示している。
【０１１６】
　なお、説明上、図２２においては、第一の潜像画像に対する第１の画像形成領域（２６
）に形成されている画像形成部（３８）と第２の画像形成領域（２７）に形成されている
画像形成部（４０）とを、異なる色により図示しているが、実際は、第１の画像形成要素
及び第２の画像形成要素を印刷している青色の同色となっている。また、図２３において
は、第二の潜像画像を形成するための各画像形成部（３９）及び（４１）を、図２２同様
、異なる色により図示しているが、実際は、画線幅が他よりも細くなって形成されている
ことから、オフセット印刷により画像形成要素を印刷していない部分を示すもので、基材
の色が視認されるところである。
【０１１７】
　さらに、第１の画像形成領域（２６）及び第２の画像形成領域（２７）において、それ
ぞれ第一の潜像画像（４２）を形成するための画像形成部（３８）と（４０）と、第二の
潜像画像（４３）を形成するための画像形成部（３９）と（４１）とが、第２の方向（Ｓ

２）に１．６ｍｍの間隔を空けて形成されている。これは、第一の潜像画像（４２）を視
認できる位置から、第２の方向（Ｓ２）に１．６ｍｍずらすことで第二の潜像画像（４３
）が視認できるように設計したためである。
【０１１８】
　本実施例１の商品券（２３）を折り曲げて、第１の基準領域（２４）及び第１の画像形
成領域（２６）を有する彩紋模様と、第２の基準領域（２５）及び第２の画像形成領域（
２７）を有する彩紋模様を重ね合わせ、第１の基準位置形成部（３２）における第１の特
定部（３４）と第２の基準位置形成部（３３）が接する位置で、図２２（ｃ）に示すよう
な第一の潜像画像（４２）が透過光により確認できた。さらにその位置から、各基準要素
である画線が複数配置されている第１の方向（Ｓ１）に対して垂直方向、いわゆる、第２
の方向（Ｓ２）に基材を若干（１．６ｍｍ）ずらし、第２の基準位置形成部（３３）が第
２の特定部（３５）に接する感覚を指先に感じたところで、図２３（ｃ）に示すような第
二の潜像画像（４３）を確認することができた。
【実施例２】
【０１１９】
　次に、本発明の実施例２について説明する。本実施例２については、商品券（４４）に
おいて、図２４（ａ）に示すように、左下部に彩紋模様を黄色インキを用いてオフセット
印刷により印刷し、その中央部に微細な貫通孔をレーザ加工により施して第１の画像形成
領域（４５）を形成した。さらに、彩紋模様から１０ｍｍのところに第１の基準領域（４
６）を形成した。また、図２４（ｂ）のように、別の基材となる判別具（４７）において
、第２の画像形成領域（４８）内に微細な貫通孔をレーザにより施して第２の画像形成領
域（４８）を形成し、その近傍となる１０ｍｍ離れたところに第２の基準領域（４９）を
形成した。なお、各基準領域は、実施例１と同様の構成であることから、説明は省略する
。
【０１２０】
　本実施例２の商品券（４４）に形成されている第１の画像形成領域（４５）及び第２の
画像形成領域（４８）について説明する。それぞれの領域を拡大したのが図２５（ａ）及
び（ｂ）である。図２５（ａ）に示すように、彩紋模様の中央部に、第１の画像形成要素
（５２）を微細な貫通孔としてレーザにより施して第１の画像形成領域（４５）を形成し
た。また、図２５（ｂ）に示すように、第２の画像形成要素（５３）を微細な貫通孔とし
てレーザにより施して第２の画像形成領域（４８）を形成した。なお、図２５（ｂ）にお
ける点線囲みについては、領域を図示するために記載したものであり、実際には存在しな
い。本実施例２においては、第一の潜像画像（５０）を図２５（ｃ）に示す「五千」とし
、第二の潜像画像（５１）を図２５（ｄ）に示す「５０００」とした。
【０１２１】
　第１の画像形成領域（４５）には、図２６（ａ）に示すように、第一の潜像画像（５０
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）の一部を構成する画像形成部（５４）と第二の潜像画像（５１）の一部を構成する画像
形成部（５５）を、第２の方向（Ｓ２）に１ｍｍの間隔を空けて形成した。また、第２の
画像形成領域（４８）には、図２６（ｂ）に示すように、第１の画像形成領域（４５）に
形成した第一の潜像画像（５０）の一部を構成する画像形成部（５４）以外の画像形成部
（５６）と、やはり、第１の画像形成部（４５）に形成した第二の潜像画像（５１）の一
部を構成する画像形成部（５５）以外の画像形成部（５７）を、第２の方向（Ｓ２）に１
ｍｍの間隔を空けて形成した。なお、図２６についても、実施例１と同様、説明上理解し
易いように、各画像形成要素の色及び形を変えて図示しているが、実際には、いずれも同
じ直径を有する貫通孔である。
【０１２２】
　図２６で示した第１の画像形成領域（４５）及び第２の画像形成領域（４８）に対して
、第一の潜像画像に対する潜像画像形成部（５６）のみを取り出したのが図２７である。
図２７（ａ）は、第１の画像形成要素（５２）により形成された第一の潜像画像（５０）
に対する潜像画像形成部（５４）を示し、図２７（ｂ）は、第２の画像形成要素（５３）
により形成された第一の潜像画像（５０）に対する潜像画像形成部（５６）を示している
。また、図２６に示した第１の画像形成領域（４５）及び第２の画像形成領域（４８）に
対して、第二の潜像画像（５１）に対する潜像画像形成部のみを取り出したのが図２８で
ある。図２８（ａ）は、第１の画像形成要素（５２）により形成された第二の潜像画像（
５１）に対する潜像画像形成部（５５）を示し、図２８（ｂ）は、第２の画像形成要素（
５３）により形成された第二の潜像画像（５１）に対する潜像画像形成部（５７）を示し
ている。
【０１２３】
　各領域に形成した画像形成要素は、前述のとおり、レーザにより直径８０μｍの貫通孔
とした。この画像形成要素の貫通孔は微細なため、肉眼により反射光下では視認困難とな
っているが、基材を透かして透過光により確認すると、肉眼でも透過光量の差によって、
貫通孔が施されていないところとの区別ができる。彩紋模様内に配置されている第１の画
像形成領域（４５）及び第１の基準領域（４６）と、判別具（４７）の第２の画像形成領
域（４８）及び第２の基準領域（４９）を重ね合わせて、ちょうど両方の基準位置形成部
が接する状態で重ね合わされた位置で、第一の潜像画像（５０）が透過光により確認でき
、その位置から各基準要素である凸状の画線が平行に配置されているのと同じ平行方向（
いわゆる、第２の方向（Ｓ２）に基材を若干（１ｍｍ）ずらして、第２の基準位置形成部
が第２の特定部に接する感覚を感じたところで第二の潜像画像（５１）を確認することが
できた。
【符号の説明】
【０１２４】
１、２３　　真偽判別形成体
２　　基材
３、４４　　真偽判別形成体対の一方の形成体（商品券）
４、４７　　真偽判別形成体対の他方の形成体（判別具）
５、２４、４６　　第１の基準領域
６、２５、４９　　第２の基準領域
７、２６、４５　　第１の画像形成領域
８、２７、４８　　第２の画像形成領域
９　　第１の基準要素
１０　　第２の基準要素
１１、２８、４２、５０　　第一の潜像画像
１２、２９、４３、５１　　第二の潜像画像
１３、３０、３６、５２　　第１の画像形成要素
１４、３１、３７、５３　　第２の画像形成要素
１５　　第１の画像形成領域の潜像画像形成部
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１６　　第２の画像形成領域の潜像画像形成部
１５ａ１、１６ａ１、３８、４０、５４、５６　　（第一の潜像画像に対する潜像）画像
形成部
１５ｂ１、１６ｂ２、３９、４１，５５、５７　　（第二の潜像画像に対する潜像）画像
形成部
１７、１８　　画像形成領域に形成されているダミー穿孔
１９、３２　　第１の基準位置形成部
２０、３３　　第２の基準位置形成部
２１、３４　　第１の特定部
２２、３５　　第２の特定部
Ｐ１　　第１のピッチ
Ｐ２　　第２のピッチ
Ｐ３　　第３のピッチ
Ｐ４　　第４のピッチ
Ｓ１　　第１の方向
Ｓ２　　第２の方向
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